
社会福祉法人師勝福祉会定時評議員会議事録 

 

１ 開催日時 

平成２９年６月２７日（火）午後１時３０分 

２ 開催場所 

セルプしかつ 会議室 

３ 出席者 

評議員   森川孝一、鈴木岩雄、大野一樹、西岡充雄、酒井郁子、福永光彦、 

      大野 厚 

欠席評議員 なし 

理 事   大口正文、野津久子、伊藤一雄、岩越久夫、柴田忠利、清水孝司

（施設長） 

監 事   青山喜代一、赤堀 晋 

  事務局   後藤俊明、牧野良紀 

４ 審議事項 

第２０号議案 平成２８年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報告につい

て 

第２１号議案 平成２８年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支決算に

ついて 

第２２号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（社会福祉事業の経営に関する識見

を有する者）の選任について 

第２３号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉に関する実情に通じている者）

の選任について 

第２４号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉に関する実情に通じている者）

の選任について 

第２５号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉に関する実情に通じている者）

の選任について 

第２６号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉に関する実情に通じている者）

の選任について 

第２７号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（施設の管理者）の選任について 

第２８号議案 社会福祉法人師勝福祉会監事（社会福祉事業に関し識見を有する

者）の選任について 

第２９号議案 社会福祉法人師勝福祉会監事（財務管理に関し識見を有する者）

の選任について 

５ 定足数 

評議員定数７人中７人の出席。社会福祉法人師勝福祉会定款第６条第２項の規



定により過半数が出席しており、この定時評議員会は成立した。 

６ 議事の顛末 

○あいさつ 

理事長あいさつ 

○議長選出 

議案の審議に先立ち、定款第１４条第１項の規定により、森川孝一評議員が議

長となった。 

○議事録署名者選出 

議事録署名者の選出に当たり、次の２人が指名された。 

   評議員 鈴木岩雄 ・ 評議員 大野一樹 

○議 事 

議 長 まず、「次第５ その他の報告事項」「(ｱ) 社会福祉法人師勝福祉会定款

について」施設長から説明をお願いします。 

施設長 社会福祉法人については、社会福祉事業への民間参入なども相俟って、

改めて社会福祉法人としての公益性と非営利性という趣旨に立ち返り、その取

扱い・運営方法を見直すことを目的として、平成２８年度末に社会福祉法の一

部を改正する法律が公布され、主な改正部分が、本年４月１日から施行されて

います。 

この改正社会福祉法に基づき、昨年度、本法人の定款を変更し、現在はその

変更後の定款によって、運営されていますが、その変更後の定款について、説

明します。 

定款の変更については、本年１月１９日に所轄庁である北名古屋市の認可を

受けたもので、その後、更に一部を変更し、現在の定款は、４月１８日に北名

古屋市の認可を受けたものです。 

第１条ですが、この法人は、第二種社会福祉事業として、障害福祉サービス

事業、具体的には、指定生活介護事業を経営するものです。 

第２条。この法人は、「社会福祉法人師勝福祉会」と称するものです。 

第２章は「評議員」に関する規定で、第５条は、この法人に７名の評議員を

置くものです。 

第６条は、評議員の選任に関する規定で、第１項、社会福祉法人師勝福祉会

の適正な運営に対して、中立的な立場から審議できる者を評議員として選任・

解任するため、任意の機関として、評議員選任・解任委員会を設置し、当該選

任・解任委員会により評議員を選任するものです。 

第７条は、評議員の資格。第８条は、評議員の任期で、第１項により、選任

後４年以内に終了する会計年度のうち、最終のもの、今回は、平成３２年度に

関する定時評議員会の終結の時まで、つまり、平成３３年６月に開催される予



定の定時評議員会までと定めるものです。 

なお、定時評議員会とは、改正社会福祉法により新たに定められた評議員会

で、毎会計年度終了後の一定の時期、毎年６月までですが、決算等の承認を行

うために、必ず開催する必要がある評議員会のことを言います。 

第２項は、補欠として選任された評議員の任期は、その残任期間とするもの

です。 

第９条は、評議員の報酬で、評議員会において承認を受けた報酬等の支給の

基準に基づき、報酬等を支給するものです。 

第３章は、評議員会の組織及び運営を定めるものです。 

第１０条は、評議員会は、すべての評議員で組織する旨、定めるものです。 

第１１条は、評議員会の決議事項について定めるものです。 

⑴ 理事及び監事の選任に関すること。 

⑵ 理事及び監事の報酬等の額に関すること。 

⑶ 理事及び監事並びに評議員等に対する報酬等の支給の基準に関すること。 

⑷ 事業計画書及び収支予算書の承認に関すること。 

⑸ 計算書類及び財産目録の承認に関すること。 

⑹ 定款の変更に関すること。 

⑾ 社会福祉充実計画の承認に関すること。 

等です。 

第１２条は、定時評議員会の招集の時期で、毎年度６月までに招集するほか、

定時評議員会以外の評議員会の招集を定めるものです。 

第１３条第１項は、評議員会は、理事会の決議に基づき理事長が招集するも

のです。 

第１４条第１項は、評議員会に議長を置き、その都度選定するものです。 

第２項は、評議員会の決議で、決議に加わることのできる評議員の過半数が

出席し、その過半数をもって決議するものです。 

第３項は、第２項の規定に関わらず、特別な事項については、決議に加わる

ことのできる評議員の３分の２以上をもって決議を行う旨、定めるものです。 

第４項。理事又は監事を選任する議案の決議は、候補者ごとに行うものです。 

第５項は、評議員の全員が、書面又は電磁的記録、例えばメール等ですが、

同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議を省略できるものです。 

第１５条は、評議員会に係る議事録を作成するもので、第２項において、議

事録は、議長・会議に出席した評議員のうちから選出された評議員２名が署名

又は記名押印するものです。 

第４章は、役員及び職員に関する規定で、第１６条第１項は、理事・監事の

役員は、理事６名・監事２名と定めるものです。 



第２項は、理事のうち１名を理事長とするものです。 

第１７条は、役員の選任に関する規定で、第１項で、役員は、評議員会の決

議によって選任するものです。 

第２項は、理事長の規定で、理事長は、理事の中から選任するものです。 

第１８条は、理事及び監事の条件、特殊の関係がある者の合計数が、理事総

数の３分の１を超えて含まれてはならず、監事にあっては含まれてはならない、

等を定めるものです。 

第１９条第１項は、理事の職務及び権限について定めるものです。 

第２項は、理事長の職務で、法人を代表する旨、及び権限について定めるも

のです。 

第３項は、理事長の職務の執行状況については、３ヶ月に１回以上、年４回、

理事会に報告する旨、定めるものです。 

第２０条第１項は、監事の職務で、監査報告を作成するものです。 

第２１条第１項は、役員の任期で、選任後２年以内に終了する会計年度のう

ち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、今回は、平成３０年度に

関する定時評議員会の終結の時まで、つまり、平成３１年６月に開催される予

定の定時評議員会までと定めるものです。 

第２項は、補欠として選任された役員の任期は、残任期間とするものです。 

第２３条は、役員の報酬及び費用弁償の支給について定めるもので、評議員

会において承認を受けた報酬等の支給の基準に基づき、報酬等を支給するもの

です。 

第２４条は、理事又は監事の免責に関する規定で、役員が任務を怠ったこと

によって生じた損害を賠償する責任については、職務を行うに当たり善意でか

つ重大な過失がなく、その原因、職務執行状況等の事情を勘案して特に必要と

認める場合には、一定の額を限度として、免除することができるものです。 

第２５条は、役員が任務を怠ったことによって生じた損害を賠償する責任に

ついては、職務を行うに当たり善意でかつ重大な過失がないときは、一定の額

を限度として、責任限定契約を締結することができるものです。 

第２６条は、この法人に職員を置くものです。 

第５章は、理事会の組織及び運営を定めるもので、第２７条は、理事会は、

全ての理事で組織するものです。 

第２８条は、理事会の職務について定めるものですが、日常の業務として理

事会が定める事項については理事長が専決し、理事会に報告するものです。 

第２９条第１項は、理事会は、理事長が招集するものです。 

第３項は、理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、理事長以

外の理事が理事会を招集するものです。 



通常、組織の長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理する

者が招集することになっておりますが、改正社会福祉法では、理事長以外の理

事に対する代表権の行使が認められていないとともに、“理事長は、理事会にお

いて選定されることとなっているため、理事長以外の理事が職務を代理し、ま

た理事長が代理者を選定することは無効である”という見解から、理事長の職

務代理者は置かないこととなっているものです。 

第３０条第１項は、理事会に議長を置き、理事長をもってこれに充てるもの

です。 

第２項は、理事会の決議で、決議に加わることのできる評議員の過半数が出

席し、その過半数をもって決議するものです。 

第３項は、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたと

きは、理事会の決議を省略できるものです。 

第３１条は、理事会に係る議事録を作成するもので、第２項において、議事

録は、理事長及び監事が署名又は記名押印するものです。 

第６章は、資産及び会計に関する規定で、第３３条は、基本財産を処分し、

又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得る旨、定め

るものです。 

第３５条は、この法人の事業計画書及び収支予算書の編成に関し、理事長及

び理事会並びに評議員会の職務及び権限について定めるものです。 

第３６条第１項は、この法人の事業報告及び決算に関し、理事長及び監事並

びに理事会の職務及び権限について定めるものです。 

第２項は、事業報告及び決算に関する書類については、定時評議員会への提

出及び承認を受けるものです。 

第３７条は、法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日を

もって終わる旨、定めるものです。 

第７章は、公益を目的とする事業を定めるもので、「日中一時支援事業」と言

いまして、障害者・児の日中活動の場を確保することにより、つまり、障害者・

児を一時的にセルプしかつで預かり見守ることにより、その家族の就労支援や

家族の一時的な休憩を図ることを目的とした事業で、障害者総合支援法第７７

条第１項に基づく地域生活支援事業として、市町村が実施する事業をセルプし

かつが受託している事業についての規定です。 

第８章は、解散及び合併に関する規定、 

第９章は、定款の変更に関する規定で、定款を変更しようとするときは、評

議員会の決議を得る旨、定めるものです。 

第１０章は、公告の方法及びその他に関する規定で、第４６条は、公告の方

法として、法人の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載



して行うものです。 

以上です。 

議 長 ただ今、施設長から説明のありました内容について、質問はありますか。 

評議員 … 

議 長 質問はないようですので、これから議事に入ります。 

「第２０号議案 平成２８年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報告に

ついて」、「第２１号議案 平成２８年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業

収支決算について」は関連がありますので、一括して諮ります。 

内容については、施設長から説明をお願いします。 

施設長 「第２０号議案 平成２８年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報

告について」説明します。 

社会福祉法人師勝福祉会定款第３６条第２項の規定に基づき、平成２８年度

社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報告について、別紙のとおり報告する。 

平成２９年６月２７日提出 

社会福祉法人師勝福祉会 理事長 大 口 正 文 

第１ 概況 ここ十数年で、障害福祉を取り巻く環境は、社会生活とともに

地域生活の上でも大きく変化しており、当法人「セルプしかつ」においては、

その変化をまともに受け、厳しい施設運営が続いていましたが、最大４２人の

利用者数が一時２３人まで減少した利用者数も、平成２３年度から徐々に増員

し始め、平成２８年度末現在においては利用者数が３３人となり、平成２９年

度以降も着実に利用者数の増員が見込まれるようになりました。 

このことは、つまり、事業経営の安定化に繋がっていくものといえますが、

今後も、国の福祉施策に係る財政事情や社会情勢の変化などから、新たな課題

に的確に対応する必要があります。 

その課題の一つとして、平成２９年４月１日に全面的に施行された改正社会

福祉法による社会福祉法人の制度改革に伴い、当該社会福祉法人にあっては、 

① 経営組織のガバナンスの強化 

② 事業運営の透明性の確保 

③ 財務規律の強化 

が求められているところです。 

このような観点から、当法人の経営は、基本方針を踏まえながら中・長期計

画を見据え、経営基盤の強化を図りつつ、経営組織を見直すとともに、事業経

営の透明性を積極的に確保し、適正かつ公正な支出管理を目指しました。 

そして、利用者から求められる福祉サービスをより良質かつ効果的に提供す

るとともに、職員の資質向上及び専門性の確立を図りました。 

こうした状況を踏まえ、平成２８年度は、次のとおり事業を実施しました。 



１ 経営組織の見直し 

改正社会福祉法による社会福祉法人の制度改革に伴い、 

① 定款変更 

② 評議員選任・解任委員会の設置 

③ 新評議員の選任 

④ 諸規程の改正 など、順次、経営組織の見直しを行いました。 

２ 経営基盤の強化 

平成２８年度は、利用者数が２人増員して３５人のスタートとなりましたが、

年度途中に２名の利用者が退所して、３３人となりました。しかしながら、障

害支援区分が年度途中で上がった利用者が相当数あり、決算額による前年度比

１４．３５％増の介護給付費収入となりました。 

生産活動事業収入にあっては、自主製品の確保と利用者工賃の向上を目指し、

平成２８年度から、「セルプしかつ」の営業日で、祝日や特別な日を除いて、毎

日「ふれあい喫茶」を営業することにより、利用者工賃の増額に大きく寄与し

ました。 

３ 事業運営の透明性の確保 

社会福祉法人が備える公益性や非営利性という観点から、広く事業活動等を

公開することにより、障害を持っている利用者が社会の一員として果たしてい

る姿を一人でも多くの住民の方に知ってもらうため、当法人の決算状況や理事

会・評議員会の開催状況のほか、随時、「セルプしかつ」の活動状況を公表して

います。 

４ より良質かつ効果的な福祉サービスの提供 

利用者及びその保護者から寄せられる意見・要望に耳を傾け、その意見・要

望を少しでも事業運営に反映できるよう取り組むとともに、個別支援計画の作

成・実施・評価等の一環として、日々の業務終了後に行う「セルプしかつ」に

おける利用者の生活状況を確認する中で、その都度、報告・連絡・相談し情報

を共有しながら一人ひとりの個性に併せたサービスを提供しています。 

そして、事業所の適正な運営と利用者及びその家族との信頼関係を確保する

ため、常に利用者の家族との連携を図りながら事業の運営に取り組んでいます。 

５ 職員の資質向上及び専門性の確立 

職員にあっては、種々の打合せや会議を通じた取組み、外部研修などへ積極

的に参加するとともに、市内の生活介護サービス事業所との交流・合同勉強会

を通じて情報交換を行うことにより、お互いに切磋琢磨して職員の資質向上・

専門性を確立する環境を整えました。 

併せて、職員に係る就業関係の規則を見直すことにより、労働環境の適正化

を図るとともに、職員の処遇改善に繋がる見直しを行いました。 



第２ サービス区分別実施状況 

「１ 社会福祉法人師勝福祉会（法人本部）理事会・評議員会等開催状況」

については、平成２８年度に開催した「理事会」「評議員会」の開催状況及び改

正社会福祉法による社会福祉法人の制度改革に伴い、新しい評議員を選任する

ための「評議員選任・解任委員会」の開催状況を記載しました。 

「２ セルプしかつ生活介護事業実施状況」ですが、「利用者・契約者数」の

推移として、昨年度４月１日時点では、３５人の利用者でスタートしましたが、

７月及び１０月に、家庭の事情により市外のグループホームへの入居及び就労

継続支援施設への移動により、２人の利用者が退所し、本年２月末で３３人と

なりました。しかしながら、この春、特別支援学校を卒業された２人の方が、

卒業式の後、利用開始があり、３月末の時点で、施設利用者は３５人となって

います。 

「オ 介護給付費収入」ですが、毎月、概ね４８０万円程の支給があり、前

年度比１４．３５％の増額となりました。 

「⑵ 支援・援助」ですが、生産活動として、「請負作業」「自主製品」「受託

事業」に区分しました。 

「利用実績」として、「開所日数」は、平日・祝日を合わせて、２５８日開所

しました。 

利用者の「延利用人数」は、平日が延７，５０３人、祝日が延２４７人で、

年間延７，７５０人、１日当たり３０．０４人の利用となりました。 

「利用率」は、平日の年間利用率が９１．０％、祝日の利用率が４８．５％

で、合わせて年間利用率８８．５％でした。 

利用者の「工賃」は、年間賞与を含めて、１人当たり毎月平均９，８１８円

の工賃となりました。 

因みに平成２７年度は、７，９３７円でしたので、前年度比１，８８１円、

２３．７０％の大幅な増額となりました。 

「イ 創作活動」については、「園芸活動」「療育活動」に取り組んだところ

です。 

「行事」については、事業計画どおりに進められましたが、３月の「航空自

衛隊小牧基地オープンベース招待」について、障害者とその家族を対象に、航

空ショー本番の前日である土曜日に特別に招待していただきましたので、師勝

福祉会後援会事業として参加させていただきました。 

「⑷ 職員研修」については、昨年度、職員研修計画を策定したところです

が、まず内部研修として、職務に精通した職員が講師となり、生活支援員とし

て必要な知識・技能を学ぶ場を実施した他、一般研修として、にしはるひまわ

り作業所・あかつき共同作業所との合同で、勉強会を実施しました。 



行政、関係機関等が実施する研修会、所謂、外部研修へも積極的に参加した

ところです。 

「⑸ 施設・設備の整備状況」については、事務室関係のＬＥＤ灯交換工事

を施工し、電気代の節減を図るとともに、将来の事務運営費の削減を図りまし

た。 

便座取換え工事は、男女トイレ・厨房用トイレに１か所ずつ、ウォシュレッ

トが付いた便座へ交換し、利用者自ら後始末ができるよう支援を行うとともに、

衛生面の向上を図りました。 

また、ここ数年、水道の漏水に悩んでいましたが、水道代は言うまでもなく、

施設の長期安全維持・保全を鑑み、漏水個所を特定して漏水個所を修繕すべく、

漏水調査を実施しました。 

 「⑹ 主な奉仕の受入れ状況」については、「ボランティアグループ虹」の毎

月２回の作業の手伝いや、セルプしかつ祭・芋煮会・社会見学等への協力とと

もに、「北名古屋女性の会」、オカリナ演奏をしていただく「レインボーポッポ」

など、ボランティア連絡協議会を通じて、多くの皆様に協力をいただきました。 

「３ 日中一時支援事業実施状況」については、「利用実績」として、「１時

間３０分～３時間」の区分は、セルプしかつの作業終了後の午後４時から５時

３０分まで、セルプしかつの利用者を対象に、月・水・金曜日を中心に受入れ、

「３時間～５時間」「５時間～」の区分は、養護学校等中・高生の受入れとなり

ます。 

年間合計で、「１時間３０分～３時間」が１，１３５件、「３時間～５時間」

が１件、「５時間～」が２１７件となり、合計で１，３５３件の受入れをしました。 

平成２９年度以降も着実に利用者数の増員が見込まれるのも、この日中一時

支援事業が、高等学校等を卒業した後の施設の利用・通所に繋がり、その成果

として表れてきていると考えております。 

それ故、今後も、積極的に「日中一時」の利用者を受け入れたいと考えてお

ります。 

以上です。 

施設長 続いて、「第２１号議案 平成２８年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉

事業収支決算について」説明します。 

社会福祉法人師勝福祉会定款第３６条第２項の規定に基づき、平成２８年度

社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支決算について、別紙のとおり評議員

会の承認を求める。 

平成２９年６月２７日提出 

社会福祉法人師勝福祉会 理事長 大 口 正 文 

まず、第１号第１様式「資金収支計算書」です。 



この第１号第１様式は、法人全体の資金の動きが分かるものとなっています。 

大区分での表記となりますので、第１号第４様式「拠点区分資金収支計算書」

で説明します。 

第１号第４様式は、拠点区分における資金の動きが分かるものです。数字の

大きなものを中心に説明します。 

「介護給付費収入」は、予算額５，５９８万８，０００円に対し、決算額５，

７５７万２，３４２円でした。 

① 利用率が見込みより多かったこと、② 年度末の３月途中から入所した利

用者があったことが主な要因です。 

なお、第２号第４様式「拠点区分事業活動計算書」「介護給付費収益」は、前

年度比７２２万４，５８３円の増収となっており、利用者が年度途中で２人減

員になったにもかかわらず、１４．３５％の増収となっていますが、先程の二

つの要因に加えて、障害支援区分が年度途中で上がった利用者が相当数あった

ことが大きな要因です。 

次いで、「受託事業収入」については、予算額４７１万９，０００円に対して、

決算額が５０７万３，３２０円です。 

これは、セルプしかつ利用者のセルプしかつの作業終了後、５時３０分まで

の１時間３０分の利用が、１割ほど増加したことが要因です。 

「生産活動事業収入」については、予算額７７０万円に対して、決算額が  

８０３万９，５４９円でした。 

「拠点区分事業活動計算書」「収益」の「生産活動事業収益」を見ていただく

と、前年度比１０７万７，８９３円、１５．４８％の増収となりました。 

主な要因として、「ふれあい喫茶」が前年度比６３万３，９５０円の３．２５

倍、その他シンク化学工業が前年度比８万４００円の３．９倍、大栄紙業、段

ボールの屑捨てですが、１１万６，６５３円の５９．４６％、名刺印刷が７万

９，５３０円の２９．８８％と、それぞれ増収になりました。 

従いまして、「事業活動収入計⑴」は、予算額７，８０５万７，０００円に対

して、決算額が８，０６１万６，３６９円となり、２５５万９，３６９円の増

額となりました。 

「拠点区分事業活動計算書」「サービス活動収益計」は、前年度比１，０３９

万２，８３８円、１５．０９％の増収となりました。 

続いて、支出ですが、「人件費支出」「職員給料支出」は、３，４５２万６，

０００円の予算額に対して、決算額は３，３５２万３，８０１円で、１００万

２，１９９円の執行残でした。 

大きな要因として、「時間外手当」として、予算額１５７万３，０００円を計

上しましたが、見込みよりも大幅に時間外勤務が少なかったため、決算額６２



万９，１８０円で、９４万３，８２０円が執行残となったものです。 

「拠点区分事業活動計算書」「費用」「人件費」の「時間外手当」を見ていた

だくと、前年度比５，６１４円の増額で、結果的に昨年度並みの時間外手当と

なりました。 

次いで、「事業費支出」ですが、予算額７２４万５，０００円に対して、決算

額が６７２万４，３７７円。５２万６２３円の執行残となりました。 

「水道光熱費支出」や「車両費支出」によるガソリン代等の節約によるもの

です。 

次いで、「事務費支出」ですが、予算額７８９万１，０００円に対して、決算

額が６７８万７，６５７円で、１１０万３，３４３円の執行残となりました。 

主な要因として、「修繕費支出」において、水道管漏水に伴う漏水調査及び漏

水工事の費用として８０万円を見込みましたが、結果として、大きな漏水個所

はなく、トイレの大便器フロートタンク内排水弁の部品交換のみの修繕費で済

み、漏水調査と合わせて１５万円程度の執行額となり、６５万円程が執行残と

なったものです。 

「生産活動事業支出」については、予算額７７０万円に対し、７６４万８，

２７７円の決算額です。 

「事業活動支出計⑵」は、予算額７，７２８万５，０００円に対して、決算

額７，４２９万６，８５９円で、２９８万８，１４１円の執行残となるもので

す。 

「事業活動資金収支差額⑶」は、６３１万９，５１０円です。 

「施設整備等による収支」「その他の活動による収支」については、予算どお

り執行しました。 

次に、第２号第１様式「事業活動計算書」をお願いします。 

この様式は、法人全体の事業活動の成果が記載されており、事業活動を行っ

た結果の損益の状況を反映した計算書となります。 

「資金収支計算書」には計上されていませんでした「減価償却費」「引当金」

の繰入・戻入、「国庫補助金等特別積立金」の取崩額・積立額などが計上されて

います。 

また、「資金収支計算書」では「事業活動による収支」「施設整備等による収

支」「その他の活動による収支」と区分されていたものが、「サービス活動増減

の部」「サービス活動外増減の部」「特別増減の部」「繰越活動増減差額の部」と

区分されています。 

「サービス活動増減の部」「収益」「サービス活動収益計⑴」の決算額は、７，

９２５万１，６４１円。「サービス活動費用計⑵」の決算額は、７，７６０万５，

６４４円で、「サービス活動増減差額⑶」は、１６４万５，９９７円となりまし



た。 

「サービス活動外増減の部」の「収益」「サービス活動外収益計⑷」の決算額

は、１３６万４，７２８円。「サービス活動外費用計⑸」の決算額は７３万８，

２３０円で、「サービス活動外増減差額⑹」は、６２万６，４９８円です。 

それぞれの増減差額を合計した「経常増減差額⑺」は、２２７万２，４９５

円です。 

「特別増減の部」の「収益」「施設整備等補助金収益」「特別収益計⑻」は、

２０７万７，０００円。「費用」「基本金組入額」は、これまでの後援会からの

寄附金１，４１６万６，７７５円を第１号基本金に組み入れました。 

従いまして、「特別費用計⑼」は、１，４１６万６，７７５円となり、「特別

増減差額⑽」は、△１，２０８万９，７７５円となります。 

「経常増減差額⑺」に「特別増減差額⑽」を合わせた「当期活動増減差額⑾」

が△９８１万７，２８０円となり、「前期繰越活動増減差額⑿」を加えた「当期

末繰越活動増減差額⒀」９，５８４万１，４８７円から「備品等購入積立資産

積立額」である「その他の積立金取崩額⒂」６６万円を加え、「償還資金自己財

源積立額」である「その他の積立金積立額」１４１万５千円を差し引いた「次

期繰越活動収支差額⒄」は、９，５０８万６，４８７円となります。 

以上です。 

議 長 ここで監事の方から監査報告をお願いします。 

赤堀監事 〔監査報告〕 

議 長 ただ今、説明のありました内容について、まず、「第２０号議案 平成２

８年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報告について」質問がありました

ら承ります。 

評議員 … 

議 長 質問はないようですので、採決に入ります。 

「第２０号議案 平成２８年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報告

について」承認いただけましたら、挙手をお願いします。 

各評議員 〔挙手全員〕 

議 長 全員の方に挙手いただきましたので、「第２０号議案 平成２８年度社会

福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報告について」は、原案のとおり承認されま

した。 

次に、「第２１号議案 平成２８年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収

支決算について」質問がありましたら承ります。 

大野一樹評議員 前年度と比較すると、職員給与のうち常勤非正規職員賃金が大

きく金額が上がっているが、何か理由があるか。 

施設長 職員雇用の関係で、２人雇用する予定でしたが、優秀な人材の応募があ



り、３人の職員を雇用したため、大きな増額となりました。 

大野一樹評議員 障害支援区分が高くなったことに付随して、配置基準に基づき

雇用したものか。 

施設長 元々、職員体制が窮屈で、利用者の増加も見込まれたため、それを見越

して採用した部分もあります。 

議 長 他に質問はないようですので、採決に入ります。 

「第２１号議案 平成２８年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支決

算について」承認いただけましたら、挙手をお願いします。 

各評議員 〔挙手全員〕 

議 長 全員の方に挙手いただきましたので、「第２１号議案 平成２８年度社会

福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支決算について」は、原案のとおり承認さ

れました。 

  次に、第２２号議案から第２９号議案までは、理事・監事の選任について諮

りますが、施設長を除いて、理事・監事の方には、しばらく退席をお願いしま

す。 

理事・監事 （退席） 

議 長 それでは、「第２２号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（社会福祉事業

の経営に関する識見を有する者）の選任について」諮ります。 

内容については、施設長から説明をお願いします。 

施設長 社会福祉法人の制度改革に伴う新しい理事の選任に当たっては、改正社

会福祉法第４４条第４項の規定により、理事には、社会福祉事業の経営に関す

る識見を有する者・法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じて

いる者・法人が施設を設置している場合には、当該施設の管理者が含まれなけ

ればならない旨、定められております。 

従いまして、当該規定に基づき、理事を選任していただくものです。 

まず、「第２２号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（社会福祉事業の経営に

関する識見を有する者）の選任について」説明します。 

別紙の者を社会福祉法人師勝福祉会理事（社会福祉事業の経営に関する識見

を有する者）に選任したいので、社会福祉法人師勝福祉会定款第１１条第１号

の規定に基づき、社会福祉法人師勝福祉会評議員会の同意を求める。 

平成２９年６月２７日提出 

社会福祉法人 師勝福祉会 理事長 大 口 正 文 

提案理由 社会福祉法第４４条第４項第１号の規定に基づき、別紙の者を理

事として適任と認めるため。 

大口正文氏は、現在、社会福祉法人北名古屋市社会福祉協議会副会長で、平

成２５年７月から本法人の理事でございます。 



本法人定款第１８条第１項に定める特殊関係はないことから、推薦させてい

ただくものです。 

議 長 ただ今、説明のありました内容について、質問はありませんか。 

評議員 … 

議 長 質問はないようですので、採決に入ります。 

「第２２号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（社会福祉事業の経営に関す

る識見を有する者）の選任について」賛成の方の挙手をお願いします。 

 各評議員 〔挙手全員〕 

 議 長 挙手全員ですので、「第２２号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（社会

福祉事業の経営に関する識見を有する者）の選任について」は、原案のとおり

同意されました。 

次に、「第２３号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉に関する実情に通

じている者）の選任について」諮ります。 

内容について、施設長から説明をお願いします。 

施設長 「第２３号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉に関する実情に通

じている者）の選任について」説明します。 

別紙の者を社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉に関する実情に通じている者）

に選任したいので、社会福祉法人師勝福祉会定款第１１条第１号の規定に基づ

き、社会福祉法人師勝福祉会評議員会の同意を求める。 

平成２９年６月２７日提出 

社会福祉法人 師勝福祉会 理事長 大 口 正 文 

提案理由 社会福祉法第４４条第４項第２号の規定に基づき、別紙の者を理

事として適任と認めるため。 

野津久子氏は、元師勝町ツツジの会会長・北名古屋市知的障害者相談員で、

平成２４年６月から本法人の理事でございます。 

本法人定款第１８条第１項に定める特殊関係はないことから、推薦させてい

ただくものです。 

議 長 ただ今、説明のありました内容について、質問はありませんか。 

評議員 … 

議 長 質問はないようですので、採決に入ります。 

「第２３号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉に関する実情に通じて

いる者）の選任について」賛成の方の挙手をお願いします。 

 各評議員 〔挙手全員〕 

 議 長 挙手全員ですので、「第２３号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉

に関する実情に通じている者）の選任について」は、原案のとおり同意されま

した。 



  次に、「第２４号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉に関する実情に通

じている者）の選任について」諮ります。 

西岡評議員 これ以降、一括審議にしたらどうか。 

議 長 ただ今、一括審議にしたらどうかという意見が出ましたが、法律上の関

係があり、やむを得ない事情もあります。しかし、全評議員の同意があれば一

括審議としますが、如何でしょうか。 

各評議員 〔異議なしの声〕 

議 長 全員、「異議なし」とのことですので、第２４号議案から第２９号議案に

ついては、一括してお諮りいたします。 

それでは、内容について、施設長から説明をお願いします。 

施設長 それでは、一括して説明します。 

まず、「第２４号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉に関する実情に通

じている者）の選任について」説明します。 

別紙の者を社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉に関する実情に通じている者）

に選任したいので、社会福祉法人師勝福祉会定款第１１条第１号の規定に基づ

き、社会福祉法人師勝福祉会評議員会の同意を求める。 

平成２９年６月２７日提出 

社会福祉法人師勝福祉会 理事長 大 口 正 文 

提案理由 社会福祉法第４４条第４項第２号の規定に基づき、別紙の者を理

事として適任と認めるため。 

伊藤一雄氏は、元民生委員・児童委員、現在師勝福祉会後援会会長で、平成

２６年６月から本法人の理事です。 

本法人定款第１８条第１項に定める特殊関係はないことから、推薦させてい

ただくものです。 

次に、「第２５号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉に関する実情に通

じている者）の選任について」説明します。 

別紙の者を社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉に関する実情に通じている者）

に選任したいので、社会福祉法人師勝福祉会定款第１１条第１号の規定に基づ

き、社会福祉法人師勝福祉会評議員会の同意を求める。 

平成２９年６月２７日提出 

社会福祉法人 師勝福祉会 理事長 大 口 正 文 

提案理由 社会福祉法第４４条第４項第２号の規定に基づき、別紙の者を理

事として適任と認めるため。 

岩越久夫氏は、元北名古屋市役所部長・六ツ師自治会長で、平成２８年３月

から本法人の理事でございます。 

本法人定款第１８条第１項に定める特殊関係はないことから、推薦させてい



ただくものです。 

次に、「第２６号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉に関する実情に通

じている者）の選任について」説明します。 

別紙の者を社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉に関する実情に通じている者）

に選任したいので、社会福祉法人師勝福祉会定款第１１条第１号の規定に基づ

き、社会福祉法人師勝福祉会評議員会の同意を求める。 

平成２９年６月２７日提出 

社会福祉法人師勝福祉会 理事長 大 口 正 文 

提案理由 社会福祉法第４４条第４項第２号の規定に基づき、別紙の者を理

事として適任と認めるため。 

柴田忠利氏は、現在、社会福祉法人西春日井福祉会特別養護老人ホーム五条

の里副施設長で、平成２８年４月から本法人の理事です。 

本法人定款第１８条第１項に定める特殊関係はないことから、推薦させてい

ただくものです。 

次に、「第２７号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（施設の管理者）の選任

について」説明します。 

第２７号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（施設の管理者）の選任につい

て 

別紙の者を社会福祉法人師勝福祉会理事（施設の管理者）に選任したいので、

社会福祉法人師勝福祉会定款第１１条第１号の規定に基づき、社会福祉法人師

勝福祉会評議員会の同意を求める。 

平成２９年６月２７日提出 

社会福祉法人師勝福祉会 理事長 大 口 正 文 

提案理由 社会福祉法第４４条第４項第３号の規定に基づき、別紙の者を理

事として適任と認めるため。 

清水孝司氏は、平成２７年４月からセルプしかつの施設長であり、本法人の

理事です。 

本法人定款第１８条第１項に定める特殊関係もないことから、推薦させてい

ただくものです。 

続いて、監事の選任について諮ります。 

社会福祉法人の制度改革に伴う新しい監事の選任に当たっては、改正社会福

祉法第４４条第５項の規定により、監事には、社会福祉事業について識見を有

する者・財務管理について識見を有する者が含まれなければならない旨、定め

られています。 

従いまして、当該規定に基づき、監事を選任していただくものです。 

まず、「第２８号議案 社会福祉法人師勝福祉会監事（社会福祉事業に関し識



見を有する者）の選任について」説明いたします。 

別紙の者を社会福祉法人師勝福祉会監事（社会福祉事業に関し識見を有する

者）に選任したいので、社会福祉法人師勝福祉会定款第１１条第１号の規定に

基づき、社会福祉法人師勝福祉会評議員会の同意を求める。 

平成２９年６月２７日提出 

社会福祉法人師勝福祉会 理事長 大 口 正 文 

提案理由 社会福祉法第４４条第５項第１号の規定に基づき、別紙の者を監

事として適任と認めるため。 

渡邊幸子氏は、現在、北名古屋市議会議員で、元民生委員・児童委員でした。 

本法人定款第１８条第２項に定める特殊関係はないことから、推薦させてい

ただくものです。 

次に、「第２９号議案 社会福祉法人師勝福祉会監事（財務管理に関し識見を

有する者）の選任について」説明します。 

別紙の者を社会福祉法人師勝福祉会監事（財務管理に関し識見を有する者）

に選任したいので、社会福祉法人師勝福祉会定款第１１条第１号の規定に基づ

き、社会福祉法人師勝福祉会評議員会の同意を求める。 

平成２９年６月２７日提出 

社会福祉法人師勝福祉会 理事長 大 口 正 文 

提案理由 社会福祉法第４４条第５項第２号の規定に基づき、別紙の者を監

事として適任と認めるため。 

赤堀晋氏は、現在、税理士法人赤堀会計事務所の代表社員・北名古屋市社会

福祉協議会監事で、平成２５年２月から本法人の監事です。 

本法人定款第１８条第２項に定める特殊関係はないことから、推薦させてい

ただくものです。 

以上です。 

議 長 まず、第２４号議案について、質問はありませんか。 

評議員 … 

議 長 質問はないようですので、採決に入ります。 

「第２４号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉に関する実情に通じて

いる者）の選任について」賛成の方の挙手をお願いします。 

 各評議員 〔挙手全員〕 

 議 長 挙手全員ですので、「第２４号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉

に関する実情に通じている者）の選任について」は、原案のとおり同意されま

した。 

次に、第２５号議案について、質問はありませんか。 

評議員 … 



議 長 質問はないようですので、採決に入ります。 

「第２５号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉に関する実情に通じて

いる者）の選任について」賛成の方の挙手をお願いします。 

 各評議員 〔挙手全員〕 

 議 長 挙手全員ですので、「第２５号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉

に関する実情に通じている者）の選任について」は、原案のとおり同意されま

した。 

次に、第２６号議案について、質問はありませんか。 

評議員 … 

議 長 質問はないようですので、採決に入ります。 

「第２６号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉に関する実情に通じて

いる者）の選任について」賛成の方の挙手をお願いします。 

 各評議員 〔挙手全員〕 

 議 長 挙手全員ですので、「第２６号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉

に関する実情に通じている者）の選任について」は、原案のとおり同意されま

した。 

  次に、第２７号議案について、質問はありませんか。 

評議員 … 

議 長 質問はないようですので、採決に入ります。 

「第２７号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（施設の管理者）の選任につ

いて」賛成の方の挙手をお願いします。 

 各評議員 〔挙手全員〕 

 議 長 挙手全員ですので、「第２７号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（施設

の管理者）の選任について」は、原案のとおり同意されました。 

   次に、第２８号議案について、質問はありませんか。 

評議員 … 

議 長 質問はないようですので、採決に入ります。 

「第２８号議案 社会福祉法人師勝福祉会監事（社会福祉事業に関し識見を

有する者）の選任について」賛成の方の挙手をお願いします。 

 各評議員 〔挙手全員〕 

 議 長 挙手全員ですので、「第２８号議案 社会福祉法人師勝福祉会監事（社会

福祉事業に関し識見を有する者）の選任について」は、原案のとおり同意され

ました。 

  次に、第２９号議案について、質問はありませんか。 

評議員 … 

議 長 質問はないようですので、採決に入ります。 



「第２９号議案 社会福祉法人師勝福祉会監事（財務管理に関し識見を有す

る者）の選任について」賛成の方の挙手をお願いします。 

 各評議員 〔挙手全員〕 

 議 長 挙手全員ですので、「第２９号議案 社会福祉法人師勝福祉会監事（財務

管理に関し識見を有する者）の選任について」は、原案のとおり同意されまし

た。 

   以上で、本日の議事は全て終了いたしました。 

   それでは、理事・監事の方には、再び席に戻っていただきたいと思います。 

 理事・監事 （着席） 

議 長 引き続き、「その他」「報告事項」へ移ります。 

「(ｲ) 平成２９年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業計画について」、関

連がありますので、「(ｳ) 平成２９年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収

支予算について」施設長から説明をお願いします。 

施設長 今年度の「事業計画」「事業収支予算」については、すでに旧の評議員会・

理事会でご承認をいただいており、現在、順調に事業が進んでいるところです

が、当該「事業計画」「事業収支予算」について、報告を兼ねて説明するもので

す。 

まず、「平成２９年度社会福祉法人師勝福祉会 社会福祉事業計画について」

説明します。 

第１ 基本方針 

社会福祉法人制度は、その制度改革に伴う社会福祉法の改正により、大きな

節目を迎えました。 

① 経営組織の在り方の見直し 

② 事業運営の透明性の向上 

③ 適正かつ公正な支出管理 

を大きな３つの柱とし、平成２９年度から施行されます。 

社会福祉法人師勝福祉会では、これらの制度改革に基づき、社会福祉法人が

備える公益性や非営利性に見合う経営組織や財務規律を見直し、地域社会に貢

献するという社会福祉法人本来の役割を果たしていくよう、経営基盤の強化を

図りつつ、法人運営に積極的に取り組んでまいります。特に、「③ 適正かつ公

正な支出管理」にあっては、「社会福祉充実残額」を明確化して「社会福祉充実

計画」を作成し、新たな福祉サービスを充実させるべく、当該「社会福祉充実

残額」を再投下します。 

平成２５年度から障害者総合支援法が施行され、平成２８年度には障害者差

別解消法が施行されて、障害福祉を取り巻く環境は大きく変化していますが、

師勝福祉会は、他の障害福祉サービスとの連携を図る中で、利用者が住み慣れ



た地域で、一人ひとりの個性が尊重され主体的に生活を営むことができるよう

支援・援助します。 

そして、常に職員の資質向上を目指し、利用者の視点に立った良質かつ適切

な障害福祉サービスを提供できるよう努めます。 

第２ 経営方針 

社会福祉法人師勝福祉会「セルプしかつ」においては、最大４２人の利用者

数が一時２３人まで減少し、厳しい施設運営が続いておりましたが、その利用

者数も、平成２３年度から徐々に増加し始め、平成２８年度においては、４月

１日現在で、３５人となり、平成２９年度以降も着実に利用者数の増加が見込

まれるようになってきました。 

しかしながら、今後も国の福祉施策に係る財政事情や社会情勢の変化などか

ら、新たな課題や懸案を抱えることにもなっている他、平成２９年度は、社会

福祉法人の制度改革に伴う改正社会福祉法が施行されるという状況の中、この

改革に的確に対応するためにも、提供する福祉サービス事業の効率的・効果的

な事業運営と質の、向上並びに事業の拡充を積極的に図る必要があります。 

このような点を踏まえながら、社会福祉事業の担い手としてふさわしい安定

した事業経営に向けて、事業収支の均衡を図りながら、 

① 職員体制の育成・充実 

② 自主製品の確保と利用者工賃の向上 

③ 日中一時支援の充実 

を重点事項として、経営基盤の強化に取り組んでいきます。 

第３「役員会及び評議員会の招集」は、理事会・監事監査・評議員会の開催

予定です。 

定款の変更により、理事長は、３ヶ月に 1 回以上、職務の執行状況を理事会

に報告しなければならないことから、９月に理事会を開催します。 

また、監事の重要性も増していることから、１２月に中間監査を実施したい

と考えています。 

評議員会については、定時評議員会の他、１２月に補正予算、３月に事業計

画・事業収支予算を審議していただく予定です。 

「平成２９年度セルプしかつ運営方針及び事業計画」 

１ 運営方針 

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、一人ひと

りの障害の状況に応じ、日常生活上の支援と併せて、創作的活動又は生産活動

の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うため、次の事項を重点に取

り組みます。 

⑴ 利用者の立場に立ったサービス 



⑵ 地域社会に開かれた施設づくり 

⑶ 災害防止とその危険性の管理 

⑷ 職員の資質の向上 

⑸ 経営の適正化・安定化 

です。 

「２ 事業計画」として、 

⑴ 生活介護事業 

⑵ 日中一時支援事業 

を実施するものです。 

別紙１は、セルプしかつの年間行事計画です。 

別紙２は、「平成２９年度 社会福祉法人師勝福祉会 職員研修計画」です。 

セルプしかつ職員の資質向上を目指し、良質かつ適切な障害福祉サービスを

提供するため、次のとおり研修を実施するものです。 

「第１ 採用時研修」は、セルプしかつ運営規程第２１条第１号の規定に基

づき、職員採用後６か月以内に実施する研修です。 

「第２ 継続研修」は、セルプしかつ運営規程第２１条第２号の規定に基づ

き、職員採用後、継続して実施する研修です。 

職務に精通した職員が講師となる「内部研修」。行政、関係機関等が実施する

研修会へ参加する「外部研修」と大きく二つに分類して研修会へ参加する他、

「外部研修」として、「⑶ その他」行政、関係機関等が実施する研修会へ積極

的に参加し、専門的知識の習得に努めるものです。 

続いて、「平成２９年度 社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支予算につ

いて」説明します。 

平成２９年度 社会福祉法人師勝福祉会の社会福祉事業収支予算は、次に定め

るところによる。 

 （収入支出予算） 

第１条 収支予算の総額は、収入１億１，５００万円、支出１億１，４５０万

円と定め、当期資金収支差額合計を５０万円とする。 

⑴ 事業活動による収支のうち、収入を８，０７６万３千円、支出を１

億７８３万円（人件費支出を６，１９３万円、人件費以外の支出を４，５９０

万円）として、事業活動資金収支差額を△２，７０６万７千円とする。 

⑵ 施設設備等による収支の収入を５０７万７千円、支出を６３７万円として、

施設設備等資金収支差額を△１２９万３千円とする。 

⑶ その他の活動による収支の収入を２，９１６万円として、その他の活動資金収支差額

を２，９１６万円とする。 

⑷ 予備費支出を３０万円とする。 



 （収支予算の金額） 

第２条 収支予算の勘定科目の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表収支予算」

による。 

「セルプしかつ拠点区分 資金収支予算 明細書」から、主なものを中心に説

明させていただきます。 

勘定科目「収入」「障害福祉サービス等事業収入」「自立支援給付費収入」「介

護給付費収入」ですが、新規利用者２名を含めて、５，８４０万７千円を計上

しました。 

新たに利用者が２名増えたことによる増収分、障害支援区分が上がったこと

による増収分を見込んでいます。 

次に、「特定費用収入」ですが、利用者の給食実費弁償分として、利用者が増

えることに伴う増収分を見込み、１７３万５千円を計上しました。 

次に「補助金事業収入」ですが、北名古屋市民の利用者が増えることに伴う

増収分を見込み、５８２万７千円を計上しました。 

次に、「日中一時」の「受託事業収入」ですが、平成２８年度の午後４時から

のセルプしかつ利用者の利用実績を鑑み、前年度月８５件の見込みを、今年度

は月９２件と見込み、４８７万５千円を計上しました。 

従いまして、「障害福祉サービス事業収入」として、「サービス区分」「生活介

護」で６，５９６万９千円、「日中一時」で５０３万１千円、合計７，１００万

円を計上いたしました。 

次に、「生産活動事業収入」ですが、昨年度からの喫茶業務の拡充に伴うコー

ヒー販売の実績から、今年度は４，５００杯を見込み、併せてクッキーの販売

についても増額を目指し、８００万円を計上しました。 

「収入」欄の一番下「事業活動収入計⑴」として、「サービス区分」「法人本

部」１１万７千円、「生活介護」７，５５９万３千円、「日中一時」５０５万３

千円、合わせて、８，０７６万３千円を計上しました。 

後程、説明しますが、後援会からの寄附金収入を、昨年度までは、「法人本部」

の「経常経費寄附金収入」で受入れしていましたが、施設増設のための寄附金

という目的ですので、今年度の平成２９年度からは、「施設整備等による収支」

の「施設整備等寄附金収入」の勘定科目で受入れます。 

次に、支出ですが、人件費支出として、「法人本部」７１万円、「生活介護」

６，０９７万７千円、「日中一時」２４万３千円、合わせて、６，１９３万円を

計上しました。 

内訳として、「職員給与」の今年度分の改定及び昇給・昇格を見込み、「職員

給料支出」３，９５７万６千円を計上しました。 

改定内容といたしましては、職員の知識や経験を職務に反映させ、それぞれ



の職務に応じた給料の格付けを行うものです。 

また昨年度、直接処遇職員８．７５名のところ、今年度は２名増員して１０．

７名で予算計上しました。 

次に、「職員賞与支出」ですが、人事院勧告に基づき、勤勉手当の支給割合・

支給率を０．１ヶ月分引き上げ、１．７ヶ月分に改め、１，０５４万３千円を

計上しました。 

「退職給付支出」は、新規職員２名分の掛け金の増額分を見込み、「法定福利

費支出」については、社会保険料、労災・雇用保険料等です。 

次に、「事業費支出」ですが、 

主な項目として、「給食費支出」、健康診断等の「保健衛生費支出」、社会見学・

芋煮会等行事に要する「教養娯楽費支出」が、利用者増に伴い増額いたしまし

た。 

「保険料支出」は、後程説明いたしますが、新たに送迎車両を１台購入する

ことに伴い、任意保険料を増額するもので、「生活介護」の「事業費支出」、合

わせて７１５万６千円を計上しました。 

「事務費支出」の支出欄の一番上、「修繕費支出」ですが、セルプしかつは、

平成１１年に開設以来１８年経ち、平成１２年９月１１日の東海豪雨を経験し

た後も、大きな維持修繕、所謂、メンテナンス工事は施工されておらず、現在

に至っております。 

施設を細かく点検するまでもなく、雨漏りが随所に見られ、外壁の「ひび割

れ」、あるいは「シーリング」等防水機能も相当落ち、建物の劣化・傷みは相当

進んでいると見られます。そのような事情を鑑み、施設の長期安全維持・保全

のため、施設の外壁、屋根等の大規模改修工事を施工するべく、実施設計・監

督料を合わせて、２，３８５万円を計上しました。 

なお、この改修工事は、資産価値を高め、耐用年数を伸ばすものではないた

め、修繕費からの支出となるものです。 

ということでございますが、先の６月６日に、愛知県健康福祉部から市を通

じて、社会福祉施設等整備事業等に係る整備計画についての照会があり、大規

模修繕にあっては国・県補助金の対象となるようでございます。 

私どもの勉強不足で、当時、国・県補助金のことは考慮せずに予算を編成し

ましたが、整備費の対象になるということであれば、この補助金を活用して修

繕工事を施工したいと考えております。 

国・県補助金の対象となる工事は、来年度の平成３０年度ですので、その修

繕工事が整備費の対象として採択されるかどうかは確約できませんが、とにか

く修繕工事を１年延ばして施工したいと考えていますので、ご理解をいただき

たいと思います。 



次に、「生産活動事業支出」ですが、喫茶原材料仕入の増額及び利用者工賃の

増額を見込み、「生産活動事業収入」と同額の８００万円を計上しました。 

従いまして、支出欄の下から２番目、「事業活動支出計⑵」として、「法人本

部」８１万６千円、「生活介護」１億６５８万２千円、「日中一時」４３万２千

円で、合わせて１億７８３万円を計上いたしました。 

「事業活動資金収支差額⑶」は、それぞれ、△６９万９千円、△３，０９８

万９千円、「日中一時」が４６２万１千円となり、合わせて、△２，７０６万７

千円を計上しました。 

次に、施設設備等による収支のうち、「収入」ですが、セルプしかつの利用者

が、年々増加する中、利用者の施設への送迎希望も増えてきている状況です。

その送迎希望に対応するため、新たに送迎車を１台購入するべく、愛知県共同

募金会から、送迎車両の購入費に対する配分金が採択されているところです。 

従いまして、当該助成金として、「施設整備等補助金収入」２５０万円を計上

しました。 

「設備資金借入金元金償還補助金収入」は、施設整備費元金償還金に対する

愛知県からの補助金です。 

「施設整備寄附金収入」は、師勝福祉会後援会からの寄附金５０万円です。 

これまで、後援会からの寄附金は、流動資産として別枠で管理しておりまし

たが、この寄附金の目的は、「施設の建設・増築のための寄附金」です。従って、

本来、「第１号基本金」として資産管理する必要があるということですので、平

成２８年度までの分につきましては、昨年度中に、全額を「第１号基本金」へ

組み入れ、今年度以降については、その年度の都度、「第１号基本金」へ組み入

れる予定です。 

なお、基本金へ組入れにつきましては、資金収支計算書には計上されません

ので、「当期資金収支差額合計」には、残高として計上されます。 

「施設整備等収入計⑷」として、「法人本部」５０万円、「生活介護」４５７

万７千円、合わせて５０７万７千円を計上しました。 

次いで、「支出」ですが、「固定資産取得支出」は、「車両運搬具取得支出」送

迎車両の購入費用として、３６０万円を計上しました。 

「施設整備等支出計⑸」は６３７万円。 

「施設整備等資金収支差額⑹」は、「法人本部」５０万円、「生活介護」△１

７９万３千円で、合わせて△１２９万３千円となります。 

次いで、その他の活動による収支「収入」につきまして、「人件費積立資産取

崩収入」ですが、平成３０年度に、新規利用者が５人以上予定されており、そ

の増員に伴って、職員も必要となってきます。しかしながら、来年度、新たに

職員を雇用するのではなく、今年度、先行して職員を雇用することにより、利



用者が大幅に増えたことによるサービスの低下を招くことのないよう、万全の

職員体制の中で、新規利用者を迎え入れたいと考えています。従いまして、今

年度は、基準以上の職員体制となり人件費が不足するため、「人件費積立資産」

を取り崩し、３８９万８千円を計上しました。 

「施設整備費積立資産取崩収入」は、施設の大規模改修工事に伴い、その財

源として、「施設整備費積立資産」を取り崩すものです。 

「備品等購入積立資産取崩収入」については、愛知県共同募金会からの助成

金の認可に伴い、送迎車両を購入するための自己資金分として取り崩すもので

す。 

「その他の積立資産取崩収入」は、平成２９年度分の償還資金自己財源分の

取崩しです。 

「サービス区分間繰入金収入①」と「サービス区分間繰入金支出②」につい

ては、「生活介護」から「法人本部」へ６９万９千円、「日中一時」から「生活

介護」へ４６２万１千円の繰入れを見込み、５３２万円を計上しました。 

なお、このサービス区分間の繰入れについては、サービス区分間取引消去の

処理により相殺消去され、別表「収支予算」の表には、表記されません。 

別表「当期資金収入合計⑾」として、「事業活動収入計⑴」から「その他の活

動収入計⑺」までの額を合わせたものから、内部取引消去の処理を行うサービ

ス区分間繰入金の額を差し引きまして、「法人本部」６１万７千円、「生活介護」

１億９３３万円、「日中一時」５０５万３千円となり、合わせて１億１，５００万を計

上しました。 

「当期資金支出合計⑿」につきましても、「事業活動支出計⑵」から「その他

の活動支出計⑻」までの額を合わせたものから、「サービス区分間繰入金支出」

を差し引きまして、「法人本部」８１万６千円、「生活介護」１億１，２９５万２

千円、「日中一時」４３万２千円で、合わせて１億１，４２０万円を計上しました。 

「当期資金収支差額合計⒀」については、「サービス区分間繰入金収支」を含

めないで、「法人本部」△１９万９千円、「生活介護」△３６２万２千円、「日中

一時」が４６２万１千円で、合わせて８０万円を計上しました。 

「別表 収支予算」として、法人全体の本年度予算額と前年度予算額が、各

活動等による収支、大区分ごとに記載しています。 

予算明細書の収支差額合計は、法人全体として８０万円となっていますが、

収支予算にあっては、「予備費支出⑽」として３０万円を計上していますので、「当

期資金収支差額合計⒀」は、５０万円となるものです。 

そしてこの５０万円は、「施設の建設・増築のための寄附金」として、今年度

中に、第１号基本金へ組み入れるものです。 

以上です。 



議 長 ただ今、説明のありました内容について、質問はありますか。 

評議員 … 

議 長 質問はないようですので、次に、「喫茶室の営業状況について」施設長か

ら報告をお願いします。 

施設長 「ふれあい喫茶 セルプしかつ」営業状況について、報告します。 

「セルプしかつ」の喫茶営業につきましては、昨年の３月までは、毎週水曜

日・週１回だけ営業をしておりましたが、週１回とは言え、せっかく営業して

いるなら、水曜日だけという中途半端な形ではなく、地域の憩いの場として、

“より広く・多くの住民の方々に寄っていただき”“障害を持っている利用者が

社会の一員として頑張って働いている姿を一人でも多くの住民の方に知ってい

ただく”ことにより、世間との窓口を広げ、利用者の意識及び就労意欲の向上、

そして利用者の工賃向上に繋げることができればという思いで、昨年の４月４

日から、「セルプしかつ」の休日、祝日や特別な日を除いて、毎日、営業をして

いるところです。 

その昨年４月から本年３月末までの１年間の営業状況を報告します。 

「２ 営業日数」は、２３５日でした。 

「３ 営業結果」のうち、来客数＝飲物の注文数は、３，６９７杯で１日当た

り１５．７３杯、１年間の売上金額は７６万４，１００円。うちチケットによ

る支払いは１，５７６枚で３１万３，５５０円、差引き４５万５５０円の売上

げでした。 

チケットの売上は、２，０００円が６２枚、１，８００円が１１５枚で、計

１７７枚、３３万１，０００円の売上げでした。 

過去の実績としては、概ね１月当たり１００杯で１万５，０００円弱でした

ので、約４．３８倍の売上となりました。 

なお、原価は、珈琲の豆・その他飲物・食パン・ケーキ材料・お手拭等の消

耗品で、合わせて、原価率は３６．８％となりました。 

「⑷ クッキー等」、これはふれあい喫茶だけの売上ですが、クッキー２００

円が２５７袋、１００円が１５３袋で、計６万６，７００円。プレーンケーキ、

開店時の粗品用で作成したケーキを販売用にしたものですが、１００円が２３

袋で、２，３００円。ラスク、保存してある手作りケーキの賞味期限が間近な

ものをラスクに加工したものですが、１００円が１２９袋で、１万２，９００

円。合計８万１，９００円の売上でした。 

喫茶とクッキー等合わせて、ふれあい喫茶での売上は、８６万３，４５０円

となりました。 

因みに、クッキー等全体の売上は、「クッキー年報」「合計」。 

クッキー２００円が１，７５１袋で、３５万２００円。プレーンケーキ含み



ますが、１００円が１，０４３袋で、１０万４，３００円。合わせて、計４５

万４，５００円。ラスク２２０袋が１００円で、２万２，０００円。総合計が

４７万６，５００円の売上となりました。 

過去の実績は、概ね年間で４２万円前後でしたので、大凡１５％弱の売上の

伸びとなりました。 

なお、原価としては、原材料・クッキー用袋、シール等の消耗品、販売委託

料で、合わせて、原価率は６０．４％でした。 

「セルプしかつ」の作業内容が多少なりとも理解していただければと、その

一端を報告させていただきました。 

お客さんがもっと増えるよう、これからも工夫を重ねていきたいと考えてい

ますので、お願いします。 

以上です。 

議 長 ただ今、説明のありました内容について、質問はありますか。 

評議員 … 

議 長 質問はないようですので、事務局から何かありますか。 

施設長 特にありません。 

議 長 いろいろなご意見・ご質問をいただきまして、誠にありがとうございま

した。 

  第２８号議案で新しい監事を選任していただきましたが、青山喜代一監事に

おかれましては、本日をもって退任されるということです。 

  平成２２年６月１６日から今日まで、７年の長きに亘り、師勝福祉会の監事

としてご尽力いただいたということです。大変ご苦労様でした。 

  ここで、青山喜代一氏から、退任のごあいさつを賜りたいと思います。 

青山監事 〔あいさつ〕 

議 長 ありがとうございました。 

以上をもちまして、定時評議員会を閉会します。 

（閉会 午後３時１５分） 
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